＜各回講座の内容＞
【第１講】全ての基礎の基礎！中小企業の決算書と税務申告書の仕組みと見方の押え所
顧問税理士が作成してくれる決算書や税務申告書をシッカリ見たことがありますか？
決算書の作成や税務申告を税理士任せにしていませんか？
金融機関から決算内容のことを聞かれても答えることができますか？
自社決算の当期純利益額、税務申告所得額、納税額と納税資金、この関係を知ることも押えておいて欲しい経営者の基本知識です。
決算書とは貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローのことであり、それだけ見ると数字が羅列された数枚の紙にすぎません。しかしそれは、役職員が１年間汗水流して働いた過程と結果が凝縮して表されたものです。すなわち決算書をよく知ることは企業の経営の現状を的確に把握することにつながります。
第１講目では、日常の努力や改善等の活動と会計処理と決算書とのつながりをイメージできる基本を学び、その上で重要な決算書や税務申告や税額計算の仕組みについて学習します。それらの構造を知ることが、第２講以降の財務分析の基礎になります。
【第２講】知らないでは済まない！健全経営と信用力向上に役立つ正しい会計と経理の基本
経理は担当者に任せてある。決算と納税申告は税理士事務所に任せてある。
でも財務と経営は、誰にも任せられません！
正しい日常の業務に関する経理処理があって、その適切な情報の流れの中で適正な会計処理がされてはじめて、経営者の手元に信頼できる経営判断のため真実の会計情報・経営数字が届きます。ですから、経営者の責任の下に経理や会計があります。
決算は何のために、何の法律の義務で作るのか？
決算や会計は、経営者が自社の経営実態を正しく見極め、問題を発見し、適切に対処して経営を健全に目標に導くための意思決定のためです。
次世代において決算は、内外に自社の経営状態を知らせ、信用力や取引力を高めるために会計品質が問われる時代になります。
第2講目では、経営者責任としての会計、経営に役立つ会計を知ってもらいます。
【第３講】経営者の財務センスUP！財務分析と経営改善の実践的着眼点と手法 
皆さんは財務分析と聞くと、決算書に記載されているいろいろな数字を足したり引いたり掛けたり割ったりして沢山の財務比率を算出して、その数値をこねくり回すことと思っていませんか？
本当の財務分析とは、数字を論じることではなくて、財務比率から自社の“現場”のどこに問題があるかを把握して、その問題点を現場で改善して、その結果を財務数値で検証するという繰返しです。
第3講目では、企業が利益を生むプロセスを財務的に明らかにして、決算書のどこを見て、何を改善しなければならないかというポイントを学習します。
「財務分析は難しくない！」「財務と現場活動はつながっている！」ということを理解していただきます。
【第４講】経営者の財務センスUP！収益性と財務安全性の分析と着眼点 
企業が収益を稼ぐことができないのには必ず原因があります。
企業は、外部環境の変化に影響され、また自社のウィークポイントにより競合先との競争に勝てず収益をあげることができません。そしてそれが決算書に数字としてはっきりと現れます。逆に考えると、決算書をよく分析することによって収益が上がらない原因究明とその解決策の検討ができるということです。
また、企業の資金繰りが安定しないことにもちゃんとした理由があります。収益性の問題も深くかかわっていますが、貸借対照表の資産・負債・資本のバランス、長期・短期のバランスが大きく影響しています。
第４講目では、収益性における問題点の見つけ方とその改善着眼点、貸借対照表のバランスのとりかたについて学習します。
【第５講】経営者の財務センスUP！キャッシュフロー分析と改善ポイントの見つけ方
勘定あって銭足らずとい言う言葉を聞いたことがありますか？
収益と費用を「損益」と言い、収入と支出を「収支」と言います。
つまり、損益の黒字が必ずしも収支の黒字になるとは限らいないということです。
健全経営、攻めの経営を支えるためには収支の余力が必要です。
ですから、キャッシュフローの健全な維持や計画的な改善の視点なしに経営をすることはできません。
この収支の実態的状況をみて、問題点や課題を知ることのできる決算書が、キャッシュフロー計算書というものです。
第５講目では、このキャッシュフロー計算書を分析すると共に、改善のためのポイントを学習します。
【第６講】これを知らなきゃ戦えない！金融機関の信用力の見方と見られ方の知識 
「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」という孫子の有名な言葉があります。
皆さんは、金融機関がどのように企業評価をしているのか、また、金融機関から見た自社はどこに位置しているか把握しているでしょうか？また、金融機関対応において後手に回ってしまったり、金融機関の取引姿勢の変化に戸惑ったりしていませんか？
円滑な金融機関取引を継続するためには、金融機関のことを良く知り、自社の状況を的確に把握し、常に先手を取って、主導権を握ることです。
第６講目では、「金融検査マニュアル」「金融監督指針」に基づいて、金融機関の融資先に対する考え方、財務の評価のし方と、中小企業サイドが取引対応上留意すべき点について学習します。
昨年１２月に施行されました金融円滑化法の考え方や内容についても解説いたします。









